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国税庁－2016年度税制改正に関する通達等を公表 

国税庁は、2016 年度税制改正に関する以下の通達等を公表しました。 

1. 電子帳簿保存法関係通達及び Q&A 

国税庁は 7 月 6 日、6 月 30 日付で以下の 2 つの法令解釈通達を発遣するとともに、「電
子帳簿保存法 Q&A（平成 28 年 9 月 30 日以後の承認申請対応分）」を公表しました。 

 「電子帳簿保存法取扱通達の制定について」の一部改正について（法令解釈通達） 

2016 年度税制改正におけるスキャナ保存制度の改正により、スマートフォンやデジタ
ルカメラ等でのスキャンが可能となったことに伴い、手続要件の見直しも行われました。
この通達では、たとえば、法令では明示されていなかった以下の点が明らかにされてい
ます。 

 国税関係書類の作成又は受領（「受領等」）をする者がスキャナで読み取りを行う場合
には、その国税関係書類の受領等の後、受領等をする者が署名を行ったうえで、特に
速やかにタイムスタンプを付すこととされましたが、この「特に速やかに」とは、受
領等の後 3 日以内であることが明示されました（電子帳簿保存法通達 4－23）。 

 スキャナ保存を行った国税関係書類については、その電磁的記録の記録事項の確認
等に際して原本確認が必要となった場合に、速やかに確認できるよう、定期的な検査
が行われるまでの間、本店、支店、事務所、事業所をその他これらに準ずるものにお
いて管理する必要があることが、留意的に示されました（電子帳簿保存法通達 4－
35）。 

 「電子帳簿保存法関係申請書等の様式の制定について」の一部改正について（法令解
釈通達） 

スキャナ保存の承認申請書等の様式及びその記載要領が改正されています。 

 「電子帳簿保存法 Q&A（平成 28 年 9 月 30 日以後の承認申請対応分）」 

スマートフォンやデジタルカメラ等でのスキャンが可能となったことに伴い、適用要件
（スキャナ編）の Q&A がいくつか追加されています。 

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sonota/kaisei1607/index02.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sonota/kaisei1607/index01.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sonota/kaisei1607/index01.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/dennshichobo/jirei/07_3.htm
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また、2016 年度税制改正では、中小企業基本法に定める小規模企業者に該当する場合に
は、税務代理人が定期検査を行うことで、相互けん制要件を不要とする特例が設けられ
ました。これに伴い、小規模企業者の特例に関する Q&A（問 69～74）が新たに追加さ
れました。 

2. 法人税基本通達等 

国税庁は 7 月 11 日、2016 年度税制改正に対応した法人税基本通達等の一部改正につい
て（法令解釈通達）（6 月 28 日付）を発遣しました。 

第 1 法人税基本通達関係 

役員給与の損金不算入制度について、利益連動給与の利益に関する指標の範囲が見直さ
れたことに伴い、「利益の状況を示す指標の意義」や「利益の状況を示す指標に含まれる
もの」に関する通達が新設されています（法基通 9－2－17 の 2、9－2－17 の 3）。 

第 2 連結納税基本通達関係 

第 3 租税特別措置法関係通達（法人税編）関係 

2016 年度税制改正において、連結総収入金額 1,000 億円以上の多国籍企業グループに
対して、「国別報告事項」の提供が義務付けられましたが、その 1,000 億円の判定基準と
なる総収入金額の範囲や円換算に関する通達などが新設されています（措通 66 の 4 の
4－1、66 の 4 の 4－2）。 

第 4 租税特別措置法関係通達（連結納税編）関係 

第 5 耐用年数の適用等に関する取扱通達関係（PDF 104KB） 

第 6 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達
（法人税編）関係 

第 7 「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」通達関係（PDF 118KB） 

控除対象外消費税額等のうち特定課税仕入れ（支払対価の額が交際費等の額に該当する
もの）に係る金額は、「交際費等に係る消費税等の額」に含まれないことが示されました。 

3. 所得税基本通達等 

国税庁は 7 月 8 日、2016 年度税制改正に対応した以下の 2 つの法令解釈通達（7 月 5
日付）を発遣しました。 

 「所得税基本通達の制定について」の一部改正について（法令解釈通達） 

2016 年度税制改正で導入された特定譲渡制限付株式等に関する通達が新設され、たと
えば、以下の点が明らかにされました。 

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/160628/index.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/160628/index.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/160628/01.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/160628/02.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/160628/03.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/160628/04.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/160628/PDF/02.pdf
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/160628/06.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/160628/06.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/160628/PDF/03.pdf
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/160630/index.htm
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 所得税法施行令第 84 条第 1 項では、特定譲渡制限付株式等に係る所得の収入金額を
「特定譲渡制限付株式等の譲渡制限が解除された日における価額」と定めています
が、この「譲渡制限が解除された日における価額」について、特定譲渡制限付株式等
が上場されている場合、上場されていないが気配相場の価格がある場合等のパター
ン別に分けて示されています（所基通 23～25 共－5 の 4）。 

 譲渡制限が解除された場合の所得区分や特定譲渡制限付株式等に係る所得の収入す
べき時期についても明らかにされています（所基通 23～25 共－5 の 2、23～25 共－
5 の 3）。 

 「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」の一部改正について（法令解釈通
達） 
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ここに記載されている情報はあくまで一般的なものであり、特定の個人や組織が置かれてい
る状況に対応するものではありません。私たちは、的確な情報をタイムリーに提供するよう
努めておりますが、情報を受け取られた時点及びそれ以降においての正確さは保証の限りで
はありません。何らかの行動を取られる場合は、ここにある情報のみを根拠とせず、プロフ
ェッショナルが特定の状況を綿密に調査した上で提案する適切なアドバイスをもとにご判断
ください。 
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